
保健・医療を守るために
わたしたちができること

新居浜市新型コロナウイルス感染症対策本部

症状に応じた適切な医療受診を！

✓自己検査等で陽性となった方で、重症化リスクの低い軽症・無症

状の方は、陽性者登録センターを利用

✓症状が軽い場合は、休日・夜間は無理して医療機関を受診せず、

心配であれば、平日の日中に受診

✓特に、基礎疾患がない20代～40代の方は、発熱等の症状があって

も、市販薬（解熱剤等）を服用するなど自宅で療養を

✓陽性が確定した自宅療養者は、症状悪化時には、保健所から指示

のあった医療相談センターに連絡

～適切な医療受診にご協力を～

自己検査・無料検査で
陽性判定が出る

かかりつけ医等を
受診

・65歳以上
・基礎疾患がある
・妊娠している

A
A以外で
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受診はせず、愛媛県
陽性者登録センターへ

申請登録

陽性者登録後
自宅療養

愛媛県自宅療養者
医療相談センター

へ連絡

期間経過後
療養終了

体調悪化時は

何もなければ

コールセンター
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医療のひっ迫回避のため
症状に応じた適正受診を

新居浜市新型コロナウイルス感染症対策本部

👉 新型コロナウイルスにかかったかも？と思った時にどうすればよいの？

※４学会（日本感染症学会等）声明に基づき、愛媛県が作成

👉 症状の判断に迷うときは？

♯８０００（子ども医療
電話相談）の活用

看護師や医師などが、

応急対処の

方法について、

アドバイスします。

症状ごとの緊急度

を素早く判定し、

救急車を呼ぶ

目安になります。

全国版救急受診アプリ
「Ｑ助」の活用

新型コロナウイルス感染者の急激な増加に伴い、発熱外来は混雑が

続き、救急を含め医療アクセスに支障が生じるなど、医療提供体制

並びに救急医療体制の維持が、危機的な状況にあります。私たちの

身近な保健・医療を守るため、適正受診にご協力ください。


